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◆記事内容◆ 望縁郷（ぼうえんきょう）の願い！
望んでいます。地域の温かいつながり(縁)で、
誰もが安心して暮らせる肝付町 (郷 ) である
ことを！
ボランティアや福祉活動を、気軽に楽しく
(エンジョイ )、今日（キョウ）から始めて頂
きたいと願っています！
この「望縁郷」が故郷肝付町と町外の肝付町
出身の方との  望縁郷 (ぼうえんきょう ) に
なればと願っています！

【有明・波野地区】を対象に、サロンやグループ活動（支え合い活動）等に地域で活躍されて
いる方々と、『宝さがしの会～次へのステップ明るい未来へつなぐ～』をテーマに上記の地
区の「結の家」で語り合いを開催いたしました。本会は地域の身近な場所・物・人物などの
お宝（資源）の話を聞かせていただきました。

【有明・波野地区】昔の伝統行事の鎌踊り。　波野地区の子ども
達と水土里サークルが主催したそば打ちに参加したりいろい
ろな所を訪問させていただきました。役員さんと地域の方々
が協力して行事が開催出来ていることが「お宝」だと思いまし
た。今後とも地域の方々と共に、歩み寄っていきたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

あ　す
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　肝付町共同募金委員会では、「じぶんの町をよくする仕組み」のスローガンの下、令和６年度に肝付町内で
集められた『赤い羽根共同募金』を福祉または福祉に関する分野で、住みよい地域づくりにつながるような
活動を行っている団体やボランティアグループに配分することで肝付町の福祉活動を応援しています。

　社会福祉協議会 ( 社協 ) は、社会福祉法で唯一『地域の福祉』を推進する社会福祉法人と位置
づけられており、それを実現するための各種福祉事業や、在宅介護を支える公益性の高い介護サービスを実
施しています。
　高齢者や障がい者の方々はもちろん、町民のだれもが明るく安心して暮らせる元気な福祉の
まちづくりのために、住民・企業・事業所・団体によって組織される団体です。

肝付町共同募金委員会からお知らせ

令和7年度  社会福祉協議会の会員募集にご協力をお願いします

○令和７年度助成金事業報告(令和６年度募金による助成金事業)○

令和７年度　赤い羽根共同募金助成金配分団体（１３団体）

〈令和６年度の助成金事業〉

県共募配分 631,000 大規模災害等の助成金・各福祉施設・各福祉団体

団体等配分 355,000 １３団体（下表）

地域配分 1,934,425 安心巡回車事業・ボランティア活動事業・地域福祉事業等

令和６年度配分金( 総額） 2,920,425円

円

円

円

事業名 事業種別 事業名 事業種別
岸良地域支えあい委員会 地域福祉事業 国見地域づくり協議会

地域づくり事業
高山小学校

特別支援学級

宮富地区地域づくり協議会
国見小学校(ひまわり) 町老人クラブ連合会 福祉団体育成事業

国見小学校 たんぽぽ 宮富地区公民館
異年齢交流事業内之浦小学校 後田地区公民館

エコーせせらぎ
ボランティア団体

波野地区公民館

きらく こども食堂

( )

( )

○地域福祉事業　○地域づくり事業　○福祉団体育成事業　○ボランティア団体活動事業
○高齢者いきいきサロン事業　○特別支援学級の教材等　○夏休み子ども講座（公民館）など

会員の種類 対　象 会費(年額一口)
一般会員 町内各世帯 　　５００円
特別会員 特に社協事業に賛同いただける

町内の保健、医療、福祉団体、
企業、事務所、町内外の個人

１，０００円団体会員
個人会員
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　日本赤十字社会員増強運動月間 (５月 ) へのご協力ありがとうございます。日本赤十字社では、毎年一定額以上（年
額５００円以上）拠出いただき活動を支えてくださる方を「会員」と呼んでいます。定額未満でも寄付金として取り
扱いさせていただいています。肝付町分区では、５月を「会員増強運動月間」として、各振興会長・班長様のご協
力をいただき、各世帯にお願いしております。
　日本赤十字社の活動は、「会員」としてご加入いただいたみなさまからお寄せいただく「会費」と「寄
付金」によって支えられています。皆様から肝付町分区（肝付町社協）へお寄せいただいた会費は、
全額を日本赤十字社鹿児島県支部に送金し、国内外の災害に備えた救援物資の備蓄や救護班の組
織化に活用されています。
　引き続き、寄付金等についても受け付けておりますのでご協力をよろしくお願いします。

　日本赤十字社は、会員から寄せられた会費・寄付金を財源に、支援物資の備蓄、救護班の訓練・組織化をおこない、
災害等が起こった際に備えています。肝付町分区でも台風・水害などの被災者に救援物資の配布や訓練、実演など
の啓発活動による防災意識の向上に務めています。

　

○救急法　○水上安全法　○幼児安全法　○健康生活支援講習　○赤十字防災セミナー
※10人以上のグループ (受講者 )を対象に赤十字講習会指導員派遣をおこなっています。
※上記ホームページで詳細をご確認の上、派遣希望日の 2ヶ月以上前に ( 原則 ) お問い合わせください。　

　県民の皆様が健康で安全な生活をおくっていただくために、日本赤十字社鹿児島県支部では下記講習会を開催
しています。これらの講習会で身につけた知識と技術は、非常時や日常生活だけでなくボランティア活動などにも
役立ちます。
　日程及び各種講習の内容につきましては日本赤十字社鹿児島県支部ホームページ等でご確認ください。

　令和６年度肝付町分区にお寄せいただきました義援金については、日本赤十字社鹿児島県支部へ全額送金致し
ました。皆様の心温かいご支援・ご協力に感謝し、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

日本赤十字社肝付町分区　令和６年度活動報告

令和６年度実績

災害支援物資配布実績

炊 き 出 し 訓 練 実 績

赤十字講習会活動実績

赤十字防災セミナー活動実績

・被災件数 3件〈毛布 10 枚・日用品類 3セット・タオルケット10 枚・ブルーシート3 枚〉　

・非常炊き出し訓練3回   

・救急法２１件　・水上安全法1件　・幼児安全法５件

・防災セミナー５件

令和６年度災害義援金のご報告

赤十字救急法等講習会」及び「赤十字防災セミナー」のご案内

◯日本赤十字社鹿児島県支部◯

令和６年能登半島地震災害義援金

令和７年大船渡市赤崎町林野火災義援金

４４５，１２２円

２１４，０００円

【講習受付】099-256-2099【代表電話】099-252-0600　受付時間　平日9:00～17:00

　※申込用紙は日本赤十字社肝付町分区(肝付町社会福祉協議会内)にも準備しています。
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養護老人ホーム国見園養護老人ホーム国見園 四季のたより四季のたより

養護老人ホーム国見園での、秋から冬にかけて入居者様と一緒に楽しく過ごした行事をご紹介します。

スタッフ募集については、直接お問い合わせください。【担当:中村（浩）】

◆養護老人ホーム国見園
〒893-1207　鹿児島県肝属郡肝付町新富４５８５番地２　ＴＥＬ ：０９９４－６５－２３０２　ＦＡＸ ：０９９４－６５－１５６０
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（例）施設等訪問、地域内清掃 ( 河川・海岸など )、収集・募金活動、緑化活動、郷土
　　  芸能、子ども会や公民館等の行事など
※学校管理下で行われる活動は対象となりませんが、学校内での始業前や放課後など
　児童生徒の主体的なボランティア活動（ちょいボラ）については、スタンプ付与数に
　一定の条件を設けることでスタンプを与えることができるものとします。

令和６年度「ボランティア活動認定証」交付者

国見中学校
「小さな親切運動」

実行章いただきました～！

　『児童・生徒のふれあいボランティア事業』とは、次代を担う子ども達のボランティアに取り
組むきっかけづくりと定着を図るため、ボランティア活動の実績に応じたポイント制度を導入し、
その普及啓発と活動を促進することにより、子ども達の社会福祉への理解と関心を高め「福祉
の心」を育むことを目的としています。

「児童・生徒のふれあいボランティア活動」にチャレンジしませんか？

● 対 象 者 ：

●対象となる活動：

●カ ード の 配 置：

●ポ イ ント 付 与：

●カ ード の 種 類：

肝付町内の小学生、中学生、高校生

地域社会や個人・団体の福祉の増進に寄与するボランティア活動が対象となります。

肝付町社会福祉協議会 (本所または内之浦事業所 )、各学校、各地区公民館

活動１回につき1スタンプを押します。※原則、1日1スタンプ (３０分以上の活動 )

小学生「桃色」　中学生・高校生「緑色」

〇活動認定証の種類と交付の方法〇

小学生用 中学生・高校生用
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町内各学校

「エコキャップ」収集ボランティアに取り組みました

ペットボトルキャップ益金１３，３００円１３，３００円
収集期間　　　令和５年５月～令和７年３月令和５年５月～令和７年３月

　2月13日、肝付町商工会女性部よりたくさんの
キャップが手渡されました。肝付町商工会女性部
は、下西会長を始めとする会員30名で
構成されており、みなさん一年間かけて
たくさん集めてくださいました。

　今回、９５０人分のワクチン代金となりました。
益金は、「世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)」へ
全額送金し、「国連児童基金：ユニセフ(unicef)」に届けら
れます。たくさんの善意が寄せられ、感謝いたします。
ご協力ありがとうございました。

生徒会執行部を中心に、たくさんのエコキャップが集められました。

　他にも、町内の小・中
学校を始め地域の方々
よりたくさんの「エコ
キャップ」などの寄付を
いただいております。

　本会では、「エコキャップ(ペットボトルキャップ)」の他にも「プルタブ」や「使用済
み切手」の収集も行っています。ご協力をよろしくお願いいたします。　　
　本会では、「エコキャップ(ペットボトルキャップ)」の他にも「プルタブ」や「使用済
み切手」の収集も行っています。ご協力をよろしくお願いいたします。　　

肝付町商工会女性部

高山中学校 国見中学校

お問い
合わせ 肝付町社会福祉協議会　電話 ： 68-8188　ＦＡＸ ： 68-8187　　
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　町民からの心配ごとや困りごと等を速やかに解決すべく、相談員並びに関係職員の資質向上を目的に心配ご
と相談員研修会を毎年開催しております。昨年６月に開催した前期研修会では、鹿児島地方法務局鹿屋支局 
岩切恵一 様による「相続と相続登記」について、翌年３月の後期研修会では「消費者トラブルの未然防止と対
処法」をテーマに、鹿屋消費生活センター 西馬場 章 様をお招きして研修会を開催いたしました。参加された
相談員や関係職員からは「法律の改正や年々複雑化する消費者トラブルへの対処法についての研修会で学んだ
知識を活かし、少しでも皆様のお役に立てるよう今後も学習させていただきたい」などと地域の支えとなるお
言葉をいただきました。
　社会福祉協議会では、毎月第 2・第 4金曜日 (午前 9 時～正午まで )に心配ごと相談所を開設しております。
どんなに小さな悩みでもお気軽にご相談ください。

肝付町社会福祉協議会 (☎ 68-8188)

　本会では、肝付町における公益的な取り組みとして、管内の社会福祉法人等のネットワーク構築により、制
度の狭間において生活上の困難を抱える要支援者の様々な福祉課題や生活課題の解決に資することを目的に
「かごしまおもいやりネットワーク事業」に取り組んでいます。また３月には、本事業を運営する鹿児島県社会
福祉法人経営者協議会事務局 東平正孝 様をお招きして、社会福祉施設等を運営する社会福祉法人等との連携・
協働を目的とした「法人等実務者連絡会」を開催し、本事業の周知や広報、事業加入促進を図り、各法人や実
務者が抱える課題や困難事例等への対応などの情報共有を図りました。

「肝付町心配ごと相談員研修会」を開催しました

「肝付町社会福祉法人等実務者連絡会」（かごしまおもいやりネットワーク事業）を開催しました

心配ごと相談員研修会の様子 社会福祉法人等実務者連絡会の様子

パラスポおおすみのご案内パラスポおおすみのご案内パラスポおおすみのご案内 障がい者スポーツの集い障がい者スポーツの集い

◆活動日時：毎月　第３土曜日　午前 10 時～正午　
◆場所：肝付町福祉会館（高山温泉ドームとなり）　　
◆参加費：無料
障がいの有無に関わらず、どなたでも参加できます。
指導員、ボランティアの方と共に、スポーツを楽しんでいます。　

※電話申し込み　事務局　☎ (0994) 68-8188
担当　上永吉
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おおすみ地域成年後見センターのご案内   
大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町並びに肝付町の５つの町が共同で「おおすみ地域成年後見センター」を肝
付町福祉会館内に設置し、肝付町社会福祉協議会が運営しています。 
センターは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力に不安のある方々が住み慣れ
た地域で安心して生活を継続できるよう、成年後見制度の普及、啓発、相談、その他円滑な制度利用促進のため
の支援を実施し、高齢者や障がい者等の権利擁護を図ることを目的としています。 

成年後見制度とは？ 
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を生活面・法律面で保護・支援するしくみです。ノーマライゼーション、
自己決定の尊重、本人の保護の調和を理念に掲げ、ご本人の財産と権利を法律的に守り、本人の意思を尊重した
生活ができるように支援するための制度です。 

種 類(類型) ご本人の判断能力 援 助 者 

法定後見 
(後見) 判断の能力が不十分な方 成年後見人 

監督人が選任されるこ
とがあります。 (保佐) 判断能力が著しく不十分な方 保佐人 

(補助) 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 補助人 
任 意 後 見 ※ 判断能力が十分な方 任意後見人 任意後見監督人 

※任意後見は、ひとりで決められるうちに、あらかじめご自身が選んだ人（任意後見人）に、代わりにしてもら
いたいことを契約（任意後見契約）で決めておく制度です。契約は、公証人の作成する公正証書にて作成します。 
◎成年後見制度に関する相談支援 
 成年後見制度の説明や利用手続の助言など成年後見制度に関する相談(電話・面談・訪問)に応じます。     
・相談時間 月曜日～金曜日  午前９時 から午後 5 時 まで 
・専門相談（要予約） Tel: 0994-68-8188 
 法律的な知識や判断が必要な成年後見制度に関する相談について、司法書士が面談等で応じます。事前に相談
内容をお伺いし、専門相談が必要と認められる方のみ予約を受け付け、日時を決めてセンターに来ていただきま
す。(来所が難しい場合は、施設等へ出向くことも可能です。） 相談は無料で、秘密は固く守られます。ひとりで
悩まないで、まずはご相談ください。 
 

福祉サービス利用支援事業 
 社会福祉法に基づいて、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などに不安がある方々が住み慣れた地域で
安心して暮らせるようお手伝いします。自らの判断では適切な契約や福祉サービスをご利用することが困難な
高齢者や障がい者等を支援する事業で、ご本人との契約により、下記の①を基本サービスとし必要に応じ②③
のお手伝いを担当の利用支援員等が行います。 

支 援 内 容 利 用 料 金 

① 福祉サービスの利用手続きのお手伝いをします。 
相談は無料です。利用支援員等のお手伝いは有料
で、1回の訪問・支援につき 1,200 円です。ただし、
生活保護受給中は無料です。 

② 日常生活のお金の出し入れのお手伝いをします。 

③ 印鑑や証書などを安全な場所でお預かりします。 

 

おおすみ地域成年後見センターのご案内おおすみ地域成年後見センターのご案内

福祉サービス利用支援事業福祉サービス利用支援事業

　大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町並びに肝付町の 5つの町が共同で「おおすみ地域成年後見センター」を
肝付町福祉会館内に設置し、肝付町社会福祉協議会が運営しています。
　センターは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力に不安のある方々が住み慣れ
た地域で安心して生活を継続できるよう、成年後見制度の普及、啓発、相談、その他円滑な制度利用促進のため
の支援を実施し、高齢者や障がい者等の権利擁護を図ることを目的としています。

　成年後見制度は、判断能力が不十分な方を生活面や法律面で保護・支援するしくみです。ノーマライゼーション、
自己決定の尊重、本人の保護の調和を理念に掲げ、ご本人の財産と権利を法律的に守り、本人の意思を尊重した
生活ができるように支援するための制度です。

　※任意後見は、ひとりで決められるうちに、あらかじめご自身が選んだ人 (任意後見人 )に、代わりにしてもらい
たいことを契約 (任意後見契約 )で決めておく制度です。契約は、公証人の作成する公正証書にて作成します。

　法律的な知識や判断が必要な成年後見制度に関する相談について、司法書士が面談等で応じます。事前に相談
内容をお伺いし、専門相談が必要と認められる方のみ予約を受け付け、日時を決めてセンターに来ていただきます。(来
所が難しい場合は、施設等へ出向くことも可能です。) 相談は無料で、秘密は固く守られます。ひとりで悩まないで、
まずはご相談ください。

　社会福祉法に基づいて、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などに不安がある方々が住み慣れた地域で安心して暮らせ
るようお手伝いします。自らの判断では適切な契約や福祉サービスをご利用することが困難な高齢者や障がい者等を支援する事
業で、ご本人との契約により、下記の①を基本サービスとし必要に応じ②③のお手伝いを担当の利用支援員等が行います。

成年後見制度とは?

成年後見制度に関する相談支援

成年後見制度の説明や手続きの助言など成年後見制度に関する相談 (電話・面談・訪問 )に応じます。

●相談時間……月曜日～金曜日 午前9時から午後5時まで
●専門相談……(要予約) Tel : 0994-68-8188

おおすみ地域成年後見センターのご案内   
大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町並びに肝付町の５つの町が共同で「おおすみ地域成年後見センター」を肝
付町福祉会館内に設置し、肝付町社会福祉協議会が運営しています。 
センターは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力に不安のある方々が住み慣れ
た地域で安心して生活を継続できるよう、成年後見制度の普及、啓発、相談、その他円滑な制度利用促進のため
の支援を実施し、高齢者や障がい者等の権利擁護を図ることを目的としています。 

成年後見制度とは？ 
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を生活面・法律面で保護・支援するしくみです。ノーマライゼーション、
自己決定の尊重、本人の保護の調和を理念に掲げ、ご本人の財産と権利を法律的に守り、本人の意思を尊重した
生活ができるように支援するための制度です。 

種 類(類型) ご本人の判断能力 援 助 者 

法定後見 
(後見) 判断の能力が不十分な方 成年後見人 

監督人が選任されるこ
とがあります。 (保佐) 判断能力が著しく不十分な方 保佐人 

(補助) 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 補助人 
任 意 後 見 ※ 判断能力が十分な方 任意後見人 任意後見監督人 

※任意後見は、ひとりで決められるうちに、あらかじめご自身が選んだ人（任意後見人）に、代わりにしてもら
いたいことを契約（任意後見契約）で決めておく制度です。契約は、公証人の作成する公正証書にて作成します。 
◎成年後見制度に関する相談支援 
 成年後見制度の説明や利用手続の助言など成年後見制度に関する相談(電話・面談・訪問)に応じます。     
・相談時間 月曜日～金曜日  午前９時 から午後 5 時 まで 
・専門相談（要予約） Tel: 0994-68-8188 
 法律的な知識や判断が必要な成年後見制度に関する相談について、司法書士が面談等で応じます。事前に相談
内容をお伺いし、専門相談が必要と認められる方のみ予約を受け付け、日時を決めてセンターに来ていただきま
す。(来所が難しい場合は、施設等へ出向くことも可能です。） 相談は無料で、秘密は固く守られます。ひとりで
悩まないで、まずはご相談ください。 
 

福祉サービス利用支援事業 
 社会福祉法に基づいて、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などに不安がある方々が住み慣れた地域で
安心して暮らせるようお手伝いします。自らの判断では適切な契約や福祉サービスをご利用することが困難な
高齢者や障がい者等を支援する事業で、ご本人との契約により、下記の①を基本サービスとし必要に応じ②③
のお手伝いを担当の利用支援員等が行います。 

支 援 内 容 利 用 料 金 

① 福祉サービスの利用手続きのお手伝いをします。 
相談は無料です。利用支援員等のお手伝いは有料
で、1回の訪問・支援につき 1,200 円です。ただし、
生活保護受給中は無料です。 

② 日常生活のお金の出し入れのお手伝いをします。 

③ 印鑑や証書などを安全な場所でお預かりします。 

 




